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（提案理由）  

中野区立小学校及び中学校教育職員の勤勉手当について規則を定め

る必要がある。  

 

   



中野区立小学校及び中学校教育職員の勤勉手当に関する規則  

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関

す る 条 例 （ 平 成 ２ ９ 年 中 野 区 条 例 第 ３ ８ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い

う。）第２３条の規定に基づき、勤勉手当の支給に関し必要な事項

を定めるものとする。  

 （支給対象外職員）  

第２条  条例第２３条第１項前段の教育委員会規則で定める職員（同

条第３項において準用する条例第２１条各号のいずれかに該当する

者を除く。）は、次に掲げる者とする。  

 ⑴  条例第２３条第１項に規定する基準日（以下「基準日」とい

う。）に新たに条例の適用を受けることとなった職員（次項第５

号又は第８条の規定の適用を受ける者を除く。）  

 ⑵  地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２８条第２項第１号又は職員の休職の事由等に関する規

則（昭和５ ３年特 別区人事委 員会規 則第１７号 。以下 「休職 規

則」という。）第２条各号の規定に該当して休職にされている職

員のうち給与の支給を受けていない職員  

 ⑶  法第２８条第２項第２号の規定に該当して休職にされている職

員  

 ⑷  法第２９条の規定により停職の処分をされている職員  

 ⑸  法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受けている職

員  

 ⑹  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の規

定により他の地方公共団体に派遣されている職員（以下「地方公

共団体派遣職員」という。）のうち、条例を適用され、当該派遣



されている他の地方公共団体から勤勉手当の支給を受けている職

員（以下「特定の地方公共団体派遣職員」という。）  

 ⑺  地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第２条第１項の規定により育

児休業をしている職員（以下「育児休業中の職員」という。）の

うち、基準日以前６か月間（以下「支給期間」という。）におい

て勤務した期間がある職員以外の職員  

 ⑻  職員の職務に専念する義務の免除に関する規則（昭和５３年特

別区人事委員会規則第１４号。以下「職免規則」という。）第２

条第１項第２号又は第７号に掲げる場合に該当し職務に専念する

義務を免除 され、 中野区教育 委員会 （以下「教 育委員 会」と い

う。）が別に定める団体（以下「団体」という。）の事業又は事

務に従事している職員（中野区立小学校及び中学校教育職員の給

与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則（平成

２９年中野 区教育 委員会規則 第   号。以下「 減免基 準」と い

う。）第２ 条に規 定する承認 を受け ていない職 員に限 る。以 下

「団体派遣職員」という。）  

 ⑼  教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２６条第１項の

規定により大学院修学休業をしている職員（以下「大学院修学休

業中の職員」という。）  

２  条例第２３条第１項後段の教育委員会規則で定める職員は、次に

掲げる者とする。  

 ⑴  退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項第２号

から第９号までの規定のいずれかに該当した職員  

 ⑵  法第２８条第１項の規定により免職された職員  

 ⑶  法第２８条第４項の規定により職を失った職員（法第１６条第

１号に該当して職を失った職員を除く。）  



 ⑷  法第２９条の規定により免職された職員  

 ⑸  退職後新たに条例の適用を受けることとなった職員  

 ⑹  退職後引き続いて国又は他の地方公共団体等の職員となった者

（支給期間におけるその者の条例の適用を受ける職員として在職

した期間（以下「勤務期間」という。）について、当該国又は他

の地方公共団体等の条例第２０条及び第２３条の規定に相当する

規定に基づき支給される勤勉手当に相当する手当（以下「勤勉手

当等」という。）の基礎となるべき期間に通算する措置を講じら

れていない場合を除く。）  

 （基準日に育児休業をしている職員の勤務した期間）  

第３条  前条第１項第７号の勤務した期間は、次に掲げる期間以外の

期間とする。  

 ⑴  育児休業中の職員として在職した期間  

 ⑵  前条第１項第４号に掲げる職員として在職した期間  

 ⑶  休職にされていた期間  

 ⑷  中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和２

６年中野区条例第２０号。以下「職免条例」という。）第２条の

規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第２

条に規定する承認を受けていない期間（職免規則第２条第１項第

２号若しくは第７号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を

免除され、 団体の 事業若しく は事務 に従事して いた期 間（以 下

「団体派遣期間」という。）又は同項第４号に掲げる場合に該当

し職務に専 念する 義務を免除 され、 講演等を行 った期 間（以 下

「講演等を行った期間」という。）を除く。）  

 ⑸  法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であ

って、教育委員会が別に定める事由若しくは交通機関の事故等に

よらないで、又は無届で勤務しないこと（以下「私事欠勤等」と



いう。）の取扱いを受けた期間  

 ⑹  中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例（平成２９年中野区条例第３９号。以下「勤務時間

条例」とい う。） 第１８条に 規定す る介護休暇 （以下 「介護 休

暇」という。）により勤務しない期間  

 ⑺  勤務時間条例第２０条に規定する組合休暇（以下「組合休暇」

という。）により勤務しない期間  

 ⑻  大学院修学休業中の職員として在職した期間  

 （支給割合）  

第 ４ 条  条 例 第 ２ ３ 条 第 ２ 項 の 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 支 給 割 合

は、１００分の９５に勤務期間におけるその者の別表第１左欄に掲

げる欠勤等日数の区分に応じ同表右欄に定める割合を乗じて得た割

合に次項に規定する成績率を乗じて得た割合とする。  

２  成績率は、職員の勤務成績により、教育委員会が特別区人事委員

会の承認を得て定める割合とする。  

３  第１項の規定にかかわらず、勤務期間において教育公務員特例法

第１４条に掲げる事由に該当して休職されている期間（以下「結核

休職期間」という。）のある職員の支給割合は、その者に適用され

る同項に定める割合に勤務期間におけるその者の次の各号に掲げる

職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合に前項に

規定する成績率を乗じて得た割合とする。  

 ⑴  欠勤等日数が７０日未満の者  １００分の１００  

 ⑵  欠勤等日数が７０日以上の者（次号及び第４号に掲げる者を除

く。）  １００分の８０  

 ⑶  欠勤等日数が７０日以上で、勤務期間中の結核休職期間以外の

期間に次条 第１項 に規定する 欠勤等 の期間（結 核休職 期間を 除

く。）及び同条第３項に規定する部分休業等により勤務しない時



間がない者（次号に掲げる者を除く。）  １００分の１００  

 ⑷  勤務期間中に次条第１項に規定する欠勤等の期間以外の期間が

ない場合又は勤務期間中に同項に規定する欠勤等の期間及び同条

第３項に規定する部分休業等により勤務しない時間がある場合に

おいて、勤務期間（勤務時間条例第５条及び第６条の規定による

週休日、勤務時間条例第１２条及び第１３条の規定による休日並

びに勤務時間条例第１４条第１項の規定により指定された代休日

（以下「週休日等」という。）を除く。）から欠勤等日数を減じ

た日数が１日未満となる者  零  

 （欠勤等日数）  

第５条  前条第１項及び第３項の欠勤等日数は、勤務期間中の次に掲

げる期間（第３項の規定の適用を受けるものを除く。以下「欠勤等

の期間」という。）ごとに、当該欠勤等の期間から週休日等を除い

た日における勤務時間条例の規定による１日の正規の勤務時間（以

下「１日の正規の勤務時間」という。）について勤務しない時間を

勤務時間条例第３条第１項に規定する勤務時間を３８時間４５分で

除して得た数（以下「算出率」という。）で除して得た時間を合計

した時間を７時間４５分をもって１日（第１１号に掲げる期間にあ

っては２日とする。）として換算した日数（１日未満の端数の時間

があるときはこれを切り捨てた日数）を合計した日数とする。  

 ⑴  法第２８条第２項第１号の規定に該当して休職にされている職

員として在職した期間  

 ⑵  休職規則第２条各号の規定に該当して休職にされている職員と

して在職した期間  

 ⑶  第２条第１項第３号に掲げる職員として在職した期間  

 ⑷  第２条第１項第４号に掲げる職員として在職した期間  

 ⑸  第２条第１項第５号に掲げる職員として在職した期間  



 ⑹  育児休業中の職員として在職した期間（当該育児休業の承認に

係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算

した期間）が１月以下である場合を除く。）  

 ⑺  大学院修学休業中の職員として在職した期間  

 ⑻  職 免 条 例 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ

れ、かつ、 減免基 準第２条に 規定す る承認を受 けてい ない期 間

（団体派遣期間又は講演等を行った期間を除く。）  

 ⑼  結核休職期間  

 ⑽  勤務時間条例第１６条に規定する病気休暇（以下「病気休暇」

という。）により勤務しない期間（次号に掲げる期間を除く。）  

 ⑾  引き続く７日以上にわたらない病気休暇の取扱いを受けた期間

（以下「短期の病気休暇の期間」という。）のうち、勤務期間に

おける短期の病気休暇の期間（短期の病気休暇の期間の初日の属

する月（当該初日が基準日である場合には、基準日の前日の属す

る月）の数が勤務期間において３以上ある場合に限る。）  

 ⑿  組合休暇により勤務しない期間  

 ⒀  勤務時間条例第１７条第１項に規定する生理休暇により勤務し

ない期間（条例第１４条第１項の規定により給与が減額される期

間に限る。）  

 ⒁  介護休暇により勤務しない期間  

 ⒂  私事欠勤等の取扱いを受けた期間  

２  前項に定めるもののほか、支給期間において勤務期間以外の期間

がある職員に係る同項の欠勤等日数の算定に当たっては、当該期間

から週休日等に相当する日を除いた日数を同項の合計した日数に加

算する。  

３  前項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日数の算定に当たって

は、１日の正規の勤務時間の一部について、職免条例第２条の規定



により職務に専念する義務を免除されたことにより勤務しない時間

（減免基準第２条に規定する承認を受けていない期間（団体派遣期

間又は講演等を行った期間を除く。）に係るものに限る。）、病気

休暇、介護休暇、勤務時間条例第１９条に規定する介護時間（以下

「 介 護 時 間 」 と い う 。 ） 若 し く は 組 合 休 暇 に よ り 勤 務 し な い 時

間、私事欠勤等の取扱いを受けた時間又は育児休業法第１９条第１

項に規定する部分休業（以下「部分休業」という。）により勤務し

ない時間（以下「部分休業等により勤務しない時間」という。）が

あるときは、教育委員会が別に定めるところにより、日又は時間に

換算し、第１項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時間

に加算する。  

４  第１項及び前項の規定は、介護休暇により勤務しない期間につい

ては、日を単位として承認された場合における勤務しない期間から

週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位として承

認された場合における勤務しない時間を合計した時間を算出率で除

して得た時間を７時間４５分をもって１日として換算した日及び１

日未満の端数の時間を合計した日及び時間が３０日を超えない場合

は、適用しない。  

５  第３項の規定は、介護時間又は部分休業により勤務しない時間に

ついては、当該勤務しない時間をそれぞれ合計した時間を算出率で

除して得た時間を７時間４５分をもって１日として換算した日及び

１日未満の端数の時間を合計した日及び時間が３０日を超えない場

合は、適用しない。  

 （減額率）  

第６条  勤務期間において次に掲げる事由（以下「減額事由」とい

う。）がある者に対する第４条第１項及び第３項の規定の適用につ

いては、これらの規定中「成績率を乗じて得た割合」とあるのは



「成績率を乗じて得た割合に１００分の１００から別表第２に掲げ

る当該減額事由に応じそれぞれの割合（以下「減額率」という。）

を減じて得たものをそれぞれ乗じて得た割合」とする。  

 ⑴  私事欠勤等の取扱いを受けた期間があること。  

 ⑵  法第２９条の規定により停職の処分をされたこと。  

 ⑶  法第２９条の規定により減給の処分をされたこと。  

 ⑷  法第２９条の規定により戒告の処分をされたこと。  

２  前項第１号の私事欠勤等の取扱いを受けた期間は、当該期間にお

ける私事欠勤等の取扱いを受けた時間を算出率で除して得た時間を

７時間４５分をもって１日として換算した日を単位として計算す

る。この場合において、１日の正規の勤務時間の一部について私事

欠勤等の取扱いを受けたことがあるときは、当該私事欠勤等の取扱

いを受けた時間を教育委員会が別に定めるところにより日に換算す

る。  

３  前２項の規定により算定した支給割合に１，０００分の１０未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。  

 （欠勤等日数の算定の特例）  

第７条  特定の地方公共団体派遣職員の当該他の地方公共団体に派遣

されている期間及び団体派遣職員の当該団体派遣期間（以下「派遣

期間等」という。）に係る第４条第１項及び第３項の欠勤等日数の

算定に当たっては、当該派遣期間等における欠勤等の期間に相当す

る期間、週休日等に相当する日、１日の正規の勤務時間に相当する

時間及び部分休業等により勤務しない時間に相当する時間をそれぞ

れ欠勤等の期間、週休日等、１日の正規の勤務時間及び部分休業等

により勤務しない時間とみなして、第５条の規定を適用する。  

２  派遣期間等がある者の減額率の算定に当たっては、当該派遣期間

等における減額事由に相当する事由を減額事由とみなして、前条の



規定を適用する。  

第８条  次に掲げる者（以下「国等の職員」という。）が引き続いて

条例の適用を受ける職員となった場合においては、条例適用前の国

等の職員として在職した期間、欠勤等の期間に相当する期間、週休

日等に相当する日、１日の正規の勤務時間に相当する時間、部分休

業等により勤務しない時間に相当する時間及び減額事由に相当する

事由をそれぞれ条例の適用を受ける職員として在職した期間、欠勤

等の期間、週休日等、１日の正規の勤務時間、部分休業等により勤

務しない時間及び減額事由とみなして、第４条から第６条までの規

定を適用する。  

 ⑴  区の要請に基づいて、国又は他の地方公共団体等を退職した者  

 ⑵  地 方 公 共 団 体 派 遣 職 員 （ 特 定 の 地 方 公 共 団 体 派 遣 職 員 を 除

く。）  

 ⑶  前２号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める者  

 （一時差止処分の手続等）  

第９条  中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則

（平成２９年中野区教育委員会規則第   号）第８条及び第９条の

規定は、条例第２３条第３項において準用する条例第２２条の規定

による勤勉手当に係る一時差止処分について準用する。この場合に

おいて、同規則第８条第１項中「条例第２１条及び第２２条」とあ

るのは「条例第２３条第３項において準用する条例第２１条及び第

２２条」と、同規則第９条第１項中「条例第２２条第１項」とある

のは「条例第２３条第３項において準用する条例第２２条第１項」

と、同規則第９条第３項中「条例第２２条第５項」とあるのは「条

例第２３条第３項において準用する条例第２２条第５項」と、同規

則第９条第６項中「条例第２２条第２項」とあるのは「条例第２３

条第３項において準用する条例第２２条第２項」と、同規則第９条



第８項中「条例第２２条第３項又は第４項」とあるのは「条例第２

３条第３項において準用する条例第２２条第３項又は第４項」と読

み替えるものとする。  

 （勤勉手当基礎額の意義）  

第１０条  条例第２３条第２項及びこの規則において、職員の勤勉手

当基礎額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における

給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。  

 ⑴  基準日において条例第１８条第１項第２号又は休職規則第４条

第１項第１号若しくは第２項の規定により給料及び地域手当を減

額されている職員については、当該減額された給料及びこれに対

する地域手当の月額の合計額  

 ⑵  基準日前１か月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した

職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前

日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額  

 ⑶  基準日において、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１

２１号。以下「地公災法」という。）の規定による休業補償若し

くは傷病補償年金又は労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第

５ ０ 号 。 以 下 「 労 災 保 険 法 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ る 休 業 給

付、傷病年金、休業補償給付若しくは傷病補償年金（以下「休業

補償等」という。）を受けている職員（以下「休業補償等受給職

員」という。）については、当該休業補償等を受ける事由がない

としたならば、当該職員が受けることとなる給料及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において地公災法第

３０条又は労災保険法第１２条の２の２第２項の規定により休業

補償等を１００分の７０に減額されている職員（以下「休業補償

等減額受給職員」という。）については、それぞれの１００分の

７０の額の合計額  



 ⑷  基準日において法第２９条の規定によりその給料を減給されて

いる職員については、当該減給された給料及び給料に対する地域

手当の月額の合計額  

 ⑸  基準日において育児休業中の職員については、基準日現在にお

いて当該職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額

の合計額  

 （給与月額の意義）  

第１１条  条例第２３条第２項及びこの規則において、職員の給与月

額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及

びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。  

 ⑴  基準日において条例第１８条第１項第２号又は休職規則第４条

第１項第１号若しくは第２項の規定により給料及び地域手当を減

額されている職員については、当該減額された給料及び地域手当

の月額の合計額  

 ⑵  基準日前１か月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した

職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前

日における給科及びこれに対する地域手当の月額の合計額  

 ⑶  基準日において休業補償等受給職員である者については、当該

休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受ける

こととなる給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額。ただ

し、基準日 におい て休業補償 等減額 受給職員で ある者 につい て

は、それぞれの１００分の７０の額の合計額  

 ⑷  基準日において法第２９条の規定によりその給料を減給されて

いる職員については、当該減給された給料及び給料に対する地域

手当の月額の合計額  

 ⑸  基準日において育児休業中の職員については、基準日現在にお

いて当該職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額



の合計額  

 （支給額の調整）  

第１２条  次に掲げる者が、当該国又は他の地方公共団体等から勤勉

手当等を支給される場合において、前各条の規定に基づいて勤勉手

当を支給することが他の職員と均衡を失するときは、前各条の規定

にかかわらず、教育委員会が別に定めるところにより勤勉手当の額

を調整して支給し、又は支給しないことができる。  

 ⑴  基準日前１か月以内に退職し、基準日までに国又は他の地方公

共団体等の職員となった者  

 ⑵  基準日前１か月以内に国又は他の地方公共団体等を退職し、基

準日までに条例の適用を受ける職員となった者  

 （支給日）  

第 １ ３ 条  勤 勉 手 当 の 支 給 日 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 た だ

し、その日が日曜日又は土曜日であるときは、その日前のその日に

最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。  

 ⑴  ６月に支給する勤勉手当にあっては、６月３０日  

 ⑵  １２月に支給する勤勉手当にあっては、１２月１０日  

２  前項の規定にかかわらず、教育委員会は、非常災害、給与事務の

ふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができ

ないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。  

 （端数計算）  

第１４条  条例第２３条第２項の勤勉手当基礎額及び給与月額にそれ

ぞれ１円末満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。  

   附  則  

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  

別表第１（第４条関係） 

欠勤等日数 割合 



７日未満 １００分の１００ 

７日以上１３日未満 １００分の９５ 

１３日以上２０日未満 １００分の９０ 

２０日以上３０日未満 １００分の８０ 

３０日以上４３日未満 １００分の７０ 

４３日以上５６日未満 １００分の６０ 

５６日以上７０日未満 １００分の５０ 

７０日以上８３日未満 １００分の４０ 

８３日以上９６日未満 １００分の３０ 

９６日以上１１０日未満 １００分の２０ 

１１０日以上 １００分の１０ 

  備考 この表の規定にかかわらず、勤務期間中に欠勤等の期間以外の期間がな

い場合又は勤務期間中に欠勤等の期間及び部分休業等により勤務しない時間

がある場合において、勤務期間（週休日等を除く。）から欠勤等日数を減じ

た日数が１日未満となるときにおける割合は、零とする。 

別表第２（第６条関係） 

減額事由 減額率 

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が９日以上あること。 １００分の１００ 

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が７日又は８日あるこ

と。 

１００分の７０ 

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が５日又は６日あるこ

と。 

１００分の５０ 

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が４日あること。 １００分の３０ 

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が３日あること。 １００分の１０ 

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が２日あること。 １００分の５ 

法第２９条の規定により停職の処分をされたこと。 １回につき１００分

の２０ 

 



法第２９条の規定により減給の処分をされたこと。 １回につき１００分

の１５ 

法第２９条の規定により戒告の処分をされたこと。 １回につき１００分

の１０ 

 

 


